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既存建築物の増築等に関する報告書（法第２０条関係）
【既存部分、増築部分等の面積関係】
	
	着手年月日
	延べ面積

	
	
	基準時
	
	現在
	工事に伴う除却部分
	申請部分
	合計

	
	
	
	合計
	
	
	
	

	A
	今回の増改築部分
	
	
	
	
	
	㎡
	ア

㎡

	
	基準時以降増改築済部分
	／　／
	
	
	㎡
	㎡
	㎡
	

	B
	既存部分（増改築部分と棟続き）
	／　／
	㎡
	イ

㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	

	
	増築等をする独立部分
	／　／
	
	
	
	
	
	

	C
	増築等をする独立部分

以外の独立部分
	／　／
	㎡
	
	㎡
	㎡
	㎡
	

	
	
	
	
	
	ア／イ＝
	％
	

	D
	既存部分（増改築部分と棟別）
	／　／
	
	
	㎡
	㎡
	㎡
	


【既存部分、増築部分等の各規定への適合性】

○ア／イ　≦　１／２

	施行令第１３７条の２　第１号　イ又はロに適合
	A（増改築部分）
	B（既存部分、独立部分）
	備考

	イ
	耐久性等関係規定適合（※1）
	
	
	

	
	H１７告示５６６号第１-１　イ　（構造強度規定適合）
	
	
	

	
	H１７告示５６６号
第１-１　ロ又はハの
いずれかに適合
	ロ
	地震時構造計算
	
	
	

	
	
	ロただし
	４号木造計算（※2）
	
	
	

	
	
	ハ
	地震時構造計算
	
	
	

	
	
	
	耐震診断（※1）
	
	
	

	
	H１７告示５６６号第１-１　ニ（※3）
	地震時外構造計算
	
	
	

	ロ
※4
	構造強度規定（構造計算、基礎除く）適合
	
	
	

	
	H１７告示５６６号第２　（基礎補強）
	
	
	


※1：増築等をする独立部分以外の独立部分を新耐震基準に適合するものであることを確認する際には、耐久等に係る規定について、現地調査に基づいて確認すること。（耐久性等関係規定のB欄に「適合」と記入すること）　また、地震に対して安全な構造であることについては、検査済証等の写しを添付すること。
※2：法第２０条第４号建築物のうち木造建築物については、建築物全体が令第４２条、４３条、４６条第一項から

       第三項まで及び第四項（表３に係る部分を除く）に適合すれば可。
※3：法第２０条第４号建築物のうち木造建築物については、４６条第四項（表２に係る部分を除く）に適合すれば可。
※4：法第２０条第４号建築物にのみ適用可能。
○ア／イ　≦　１／２０　かつ　５０㎡以内
	施行令第１３７条の２　第２号（イ、ロいずれも該当）
	A（増改築部分）
	B（既存部分、独立部分）
	備考

	イ
	構造強度規定適合
	
	
	

	ロ
	構造耐力上の危険性増大
	
	
	


〔第４面〕
配置図

	


· 太線枠内に今回増築等申請にかかる建築物の関係がわかる配置図を記入ください。
用語の説明

	A
	今回の増改築部分
	今回の工事により、増築又は改築を行う部分。
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	基準時以降増改築済部分
	今回の工事以前に86条の７の緩和により増築等を行った部分。
	

	B
	既存部分（増改築部分と棟続き）
	増改築が行われる部分と一体となっている既存建築物の部分
	

	
	増築等をする独立部分
	増改築部分とエキスパンションジョイント等で接している独立部分（施行令１３７条の１４）
	

	C
	増築等をする独立部分

以外の独立部分
	増改築部分とエキスパンションジョイント等で接している独立部分以外の独立部分（法８６条の７第２項適用）
	

	D
	既存部分（増改築部分と棟別）
	増改築部分と使用上又は防火・避難上で一の建築物とみなされない既存建築物の部分
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（例）配置図





基準適用上１の建築物





様式C
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